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改定前 改定後 

MyJCB利用者規定 MyJCB利用者規定 

  本規定は、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」

という）または JCBの提携するカード発行会社（以

下「カード発行会社」といい、JCBとカード発行会

社を併せて「両社」という）から、JCBブランドの

カードまたは JCB所定のカード（以下、総称して

「カード」という）の貸与を受けた会員が、MyJCB 

サービスを利用する場合の、両社が会員に提供す

るサービスの内容、利用方法、その他 JCB または

両社と会員との間の契約関係について定めるもの

です。会員は、本規定に同意のうえ、本規定にか

かるサービスの提供を受けるものとします。 

第１条 定義 第１条 定義 

1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー

（以下「JCB」という）、もしくは(2)JCBの提携

するカード発行会社が発行する JCB ブランドの

カード、または JCB所定のカード（以下、総称

して「カード」という）の貸与を受けた者（家

族会員を含む）をいいます。 

1.「会員」とは、カードの貸与を受けた者（家族

会員を含む）をいいます。 

2.「MyJCBサービス」（以下「本サービス」とい

う）とは、JCBおよびカード発行会社（以下、併

せて「両社」という）が、両社所定の Webサイ

ト（以下「本 Webサイト」という）において提

供する第 4条の内容のサービスをいいます。 

2.「MyJCB サービス」（以下「本サービス」とい

う）とは、両社が、両社所定の Webサイト（以下

「本 Web サイト」という）において提供する第 4

条の内容のサービスをいいます。 

3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを

貸与したカード発行会社（以下「カード発行会

社」という）および JCBに対して、本サービス

の利用を申込み、両社が、当該会員による本サ

ービスの利用を承認した場合に、当該会員を利

用者として登録することをいいます。 

3.「利用登録」とは、両社が、会員による本サー

ビスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者

として登録することをいいます。 

4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サ

ービスの利用を申込み、両社に承認されて利用

登録を完了した会員をいいます。 

4.「利用者」とは、利用登録が完了した会員をい

います。 

5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両

社に届け出た Eメールアドレス、秘密の合い言

葉（第 2条第 6項に定めるものをいう）その他

5.「登録情報」とは、利用者が両社に届け出た E

メールアドレス、秘密の合い言葉（第 2条第 5 項

に定めるものをいう）その他の情報および ID・パ

スワードの情報をいいます。 
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の情報および ID・パスワードの情報をいいま

す。 

6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の

合い言葉およびワンタイムパスワード（第 5条

第 4項に定めるものをいう）の総称をいいま

す。 

6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合

い言葉、ワンタイムパスワード（第 5条第 4項に

定めるものをいう）および暗号鍵その他本サービ

スを利用するための本人確認に用いる情報の総称

をいいます。 

  7.「利用端末」とは、利用者が本サービスを利用

するために用いる端末をいいます。ただし、端末

の機種等によっては利用端末として用いることが

できない場合があります。 

  8.「パスキー認証」とは、暗号鍵を用い、かつ利

用者が利用端末においてモバイル端末認証（第 5

条第 5項に定めるものをいう）を行うことによっ

て、モバイル端末認証を行った者を利用者である

と認証する認証方法をいいます。 

  9.「暗号鍵」とは、利用者がパスキー認証を行う

際に必要な、利用端末において使用するために、

利用者ごと（カードごと）に生成される電磁的な

情報をいいます。 

  10.「パスキー登録」とは、利用者がパスキー認証

を行うために、両社所定の方法により、パスキー

認証の利用申込みを行い、両社が承認した場合に、

暗号鍵が利用端末に保存されることおよび利用端

末の OSにかかるアカウントの ID（以下「OSアカ

ウント ID」という）に紐づくことをいいます。 

第２条 利用登録等 第２条 利用登録等 

1.利用登録を行うことができる者は、会員とし

ます。ただし、一部の法人カード会員その他の

両社所定の会員については利用登録できないも

のとします。 

1.利用登録の対象者は、会員とします。ただし、

一部の法人カード会員その他の両社所定の会員に

ついては利用登録できないものとします。 

2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定

を承認のうえ、両社所定の方法により、カード

の会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の

届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利

用を申込むものとします。 

2.会員は、両社所定の方法により、本サービスの

利用者として利用登録されるものとします。 
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3.本規定を承認した会員は、併せて

J/Secure(TM)利用者規定に同意するものとしま

す。ただし、一部 JCBの提携するカード発行会

社の会員および JCB所定のカードの貸与を受け

た会員については、この限りではありません。 

3.本サービスの利用登録がなされた会員は、併せ

て J/Secure(TM) 利 用 者 規 定 に 基 づ く

J/Secure(TM)の利用登録もなされるものとしま

す。ただし、一部 JCBの提携するカード発行会社

の会員および JCB所定のカードの貸与を受けた会

員については、この限りではありません。 

4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員

のうち、本サービスの利用を承認した者に対し

て、本サービスの利用申込みがあったカードご

とに、同人を特定する番号（以下「ID」とい

う）を発行します。 

4.両社は、利用登録に際して、カードごとに、同

人を特定する番号（以下「ID」という）およびパ

スワードを発行します。 

5.IDを発行した時点で、利用登録の完了としま

す。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワ

ードを指定するものとします。 

＜削除＞ 

6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密

の質問およびその答え（以下、併せて「秘密の

合い言葉」という）を登録する必要がありま

す。ただし、一部のカードについては、この限

りではありません。 

5.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の

質問およびその答え（以下、併せて「秘密の合い

言葉」という）を登録する必要があります。ただ

し、一部のカードについては、この限りではあり

ません。 

7.利用登録は、カードごとに行うものとしま

す。同一のカードについて再度利用登録を行っ

た場合、従前の IDおよびパスワードは効力を失

うものとします。 

6.利用登録は、カードごとに行うものとします。

同一のカードについて再度利用登録を行った場

合、従前の ID およびパスワードは効力を失うも

のとします。 

8.利用者は、両社所定の方法により、本サービ

スの利用を中止することができるものとしま

す。ただし、両社所定のカードについては任意

の中止はできないものとします。 

7.利用者は、原則として、本サービスの利用を任

意で中止することはできないものとします。ただ

し、両社が特に認めた場合には、この限りではあ

りません。 

第５条 本サービスの利用方法 第５条 本サービスの利用方法 

2.利用者は、本 Webサイトにおいて IDおよびパ

スワードを入力し（以下「ログイン」とい

う）、本規定等に従うことにより、本サービス

を利用することができるものとします。 

2.利用者は、本 Web サイトにおいて ID およびパ

スワードを入力する方法で認証を行って本 Web サ

イトにログインすること（以下「ログイン」とい

う）により、本サービスを利用することができる

ものとします。 
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3.前項にかかわらず、両社は、ID およびパスワ

ードの入力に加えて、利用者が事前に登録した

秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める

場合があります。この場合、利用者は、IDおよ

びパスワードに加えて、さらに当該答えを入力

するか、または次項に基づき発行されるワンタ

イムパスワードを入力することで、本サービス

を利用することができるものとします。 

3.前項にかかわらず、両社は、ログインに際して、

IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事

前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用

者に求める場合があります。この場合、利用者は、

IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを

入力するか、または次項に基づき発行されるワン

タイムパスワードを入力することで、ログインす

ることができるものとします。 

  5.利用者は、両社所定の方法によりパスキー登録

がなされ、当該パスキー登録が有効である場合、

前三項に基づく認証に代えて、利用端末のモバイ

ル端末認証（以下の各号のいずれかの方法による

認証をいう）が行われることにより、両社所定の

方法で暗号鍵を用いることによってパスキー認証

を行い、ログインすることができるものとします。

なお、最終ログイン日から両社所定の日数が経過

した場合は、利用者に対する特段の通知なくパス

キー登録は解除されるものとします。 

  (1)利用端末を利用するために必要な暗証番号（以

下「パスコード」という）を当該利用端末に入力

することにより、当該利用端末の正当な保有者で

あることを認証する方法 

  (2)利用端末を利用するための認証手続として生

体認証機能が当該利用端末に設定されている場合

において、生体認証がなされることにより、当該

利用端末の正当な保有者であることを認証する方

法 

  (3)前二号のほか、利用端末の OSを提供する事業

者が定める認証方法 

  6.利用者が MyJCBアプリにログインしようとする

場合であって、MyJCB アプリ利用者規定第 4 条第

2 項に基づきログイン方法を選択している場合に

は、利用者がパスキー登録を行っている場合であ

っても、MyJCB アプリ利用者規定第 4 条第 2 項に

基づくログイン方法が適用されることとなりま

す。 
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5.両社は、入力された IDとパスワードの一致を

確認することにより、その入力者を利用者本人

と推定します。なお、第 5条の 2 に基づきおま

とめログイン設定がなされている場合は、両社

は、おまとめ対象 IDのいずれか 1つおよびそれ

に対応するパスワードの一致を確認することに

より、すべてのおまとめ対象 IDに係るカードに

関して、その入力者を利用者本人と推定しま

す。 

7.両社は、入力された ID とパスワードの一致を

確認することにより、その入力者を利用者本人と

推定します。ただし、パスキー認証を行う場合は、

モバイル端末認証がなされたことにより、暗号鍵

が用いられた場合には、当該端末の占有者が利用

者本人であると推定します（なお、パスキー認証

は利用者がパスキー登録を行った利用端末以外の

端末（以下「他端末」という）においても利用す

ることができるため、他端末において当該他端末

のモバイル端末認証がなされた場合であっても、

その結果暗号鍵が用いられた場合には、当該他端

末の占有者が利用者本人であると推定します。）。

なお、第 5条の 2に基づきおまとめログイン設定

がなされている場合は、両社は、おまとめ対象 ID

のいずれか 1つにおいて本条に基づく認証がなさ

れることにより、すべてのおまとめ対象 ID に係

るカードに関して、当該認証手続を行った者を利

用者本人と推定します。 

第７条 利用者の管理責任 第７条 利用者の管理責任 

1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまた

は特定加盟店への情報提供サービスにおいて使

用されるものであることを認識し、厳重にその

管理を行うものとします。 

1.利用者は、自己の認証情報（利用者がパスキー

登録を行っている場合には、パスコードならびに

OS アカウント ID およびそのパスワードを含むも

のとする。以下同じ。）が本サービスまたは特定

加盟店への情報提供サービスにおいて使用される

ものであることを認識し、厳重にその管理を行う

ものとします。 

3.自己の認証情報が第三者に使用されたことに

よる損害は、両社の故意または過失による場合

を除き、両社は一切責任を負わないものとしま

す。 

3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによ

る損害は、両社の故意または過失による場合を除

き、両社は一切責任を負わないものとします。た

だし、利用者が認証情報、端末および第 5項に定

めるクラウドサービス等に利用するための認証情

報等の管理に関して、本条に定める管理責任等に

違反していない場合には、両社は利用者の責任を

求めません。 
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  5.利用者はパスキー登録を行った場合、第 5条第

7 項に定める内容も考慮の上、暗号鍵を複製（ク

ラウドサービス上に保存する行為を含む）するか

否か、自己の責任において慎重に判断するものと

し、暗号鍵を複製した場合には、その結果複製さ

れた暗号鍵が第三者によって使用された場合であ

っても、本条に基づく責任を負うものとします。

また、利用者が暗号鍵を第三者が提供するクラウ

ドサービスまたはその他のアプリサービス等（以

下「クラウドサービス等」という）において保存

している場合には、クラウドサービス等を利用す

るための認証情報等（ID・パスワードを含むが、

それに限られない。）を厳重に管理するものとし

ます。 

  6.利用者は暗号鍵を保存している端末を厳重に管

理する義務を負い、当該端末の使用について一切

の責任を負うものとします。また、当該端末を紛

失し、または盗難被害にあった場合には、直ちに

両社に連絡し、両社からの指示がある場合にはこ

れに従うものとします。 

第１２条 個人情報の取扱い 第１２条 個人情報の取扱い 

1.利用者は、両社が Eメールアドレスなどの登

録情報、本サービスの利用に関する情報等の個

人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以

下の目的のために利用することに同意するもの

とします。 

1.利用者は、両社が Eメールアドレス・電話番号

などの登録情報および本サービスの利用に関する

情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行っ

たうえ以下の目的のために利用することに同意す

るものとします。 

(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に

利用すること 

(1)本サービスを提供すること 

(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用する

こと 

(2)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に

利用すること 

(3)市場調査を目的としたアンケート用 Eメール

の配信に利用すること 

(3)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用する

こと 

(4)統計資料などに加工して利用すること（な

お、個人が識別できない情報に加工されま

す。） 

(4)市場調査を目的としたアンケート依頼に利用

すること 

  (5)統計資料などに加工して利用すること（なお、

個人が識別できない情報に加工されます。） 
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  2.利用者のうち JCBが発行したカードの貸与を受

けた会員（家族会員を含むものとし、以下「JCB 発

行カード利用者」という）は、JCB が E メールア

ドレス・電話番号などの登録情報、本サービスの

利用に関する情報および JCBが会員規約に基づき

収集した利用者のカードの利用内容等の個人情報

につき、必要な保護措置を行ったうえ、前項に加

えて、以下の目的のために利用することに同意す

るものとします。 

  (1)JCBまたは JCBが提携する企業の商品やサービ

ス・キャンペーン等の広告の配信（広告配信対象

者（JCB 発行カード利用者以外の第三者を含む。

以下同じ。）に応じて効果的または効率的に広告

を行うために広告配信対象者の趣味・嗜好を分析

する行為を含む）に利用すること 

  (2)JCBの公式 SNSアカウント等を用いて JCB発行

カード利用者に対する JCB 発行カード利用者の

JCB カードの利用に関連する各種案内の配信をす

るために利用すること 

  3.JCBは、前項の目的のために、JCB発行カード利

用者の Eメールアドレスおよび電話番号を必要な

保護措置を行ったうえで、前項(1)号の広告を配信

する事業者（広告事業者、メディア運営事業者、

Webサイト運営事業者等）および前項(2)号の配信

事業を行う SNS事業者等（以下、併せて「提供先

事業者」という）に提供して、提供先事業者に JCB

が指定した配信を行わせることができるものと

し、JCB 発行カード利用者はこれに同意するもの

とします。なお、提供先事業者は、JCBから取得し

た個人情報と提供先事業者が適正に取得した個人

情報とを突合することができるものとします。提

供先事業者（外国事業者を含む）と提供する個人

情報の利用目的および提供先事業者が講ずる措置

等 に つ い て は

https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/thi

rdparty.htmlにあらかじめ掲載します。また、JCB

発 行 カ ー ド 利 用 者 が
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https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/sto

p.htmlに掲載する方法で、JCBが前項(1)号の目的

で JCB発行カード利用者の個人情報を利用するこ

と、および当該目的のために本項に基づく第三者

提供を行うことの中止を申し出た場合、JCB は業

務運営上支障がない範囲で、これを中止するもの

とします。 

2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場

合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当

該業務委託先に提供します。 

4.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、

業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務

委託先に提供します。 

  附則 

  第 1 条第 10 項に定めるパスキー登録の申込みが

可能となるカードは、別途両社が公表します。 

JCBデビット会員向け特則 JCBデビット会員向け特則 

第２条 本規定の変更 第２条 本規定の変更 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更し

ます。 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更しま

す。 

「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー

（以下「JCB」という）の提携するカード会社が

発行する JCBカード（以下「カード」という）

の貸与を受けた者（家族会員を含む）をいいま

す。」 

「1.「会員」とは、カード発行会社が発行する JCB

デビットカードの貸与を受けた者（家族会員を含

む）をいいます。」 

JCBデビット会員（法人）向け特則 JCBデビット会員（法人）向け特則 

第２条 本規定の変更 第２条 本規定の変更 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更し

ます。 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更しま

す。 

「「会員」とは JCBの提携するカード発行会社

が発行する JCBブランドの法人デビットカード

（以下「カード」という）の法人会員およびカ

ード使用者をいいます。」 

「「会員」とは、カード発行会社が発行する JCB

ブランドの法人デビットカードの法人会員および

カード使用者をいいます。」 

2.本規定第 1条第 6項を以下のとおりに変更し

ます。 

2.本規定第 1条第 6項を以下のとおりに変更しま

す。 

「「認証情報」とは、ID（第 2条第 4項に定め

るものをいう）、パスワード、秘密の合い言

葉、ワンタイムパスワード（第 5 条第 4項に定

「「認証情報」とは、ID（第 2条第 4項に定めるも

のをいう）、パスワード、秘密の合い言葉、ワンタ

イムパスワード（第 5 条第 4 項に定めるものをい
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改定前 改定後 

めるものをいう）その他本サービスを利用する

ための本人確認に用いる暗号等をいいます。」 

う）、暗号鍵その他本サービスを利用するための本

人確認に用いる情報の総称をいいます。」 

6.本規定第 7条第 1項を以下のとおりに変更し

ます。 

6.本規定第 7条第 1項を以下のとおりに変更しま

す。 

「利用者は、自己の認証情報が本サービスまた

は特定加盟店への情報提供サービスにおいて使

用されるものであることを認識し、厳重にその

管理を行うものとします。会員規約（法人用）

に定める代表使用者は「法人専用 ID」およびそ

のパスワードを自己の認証情報の一部として厳

重に管理するものとし、カード使用者は自己の

「使用者専用 ID」およびそのパスワードを自己

の認証情報の一部として厳重に管理するものと

します。」 

「利用者は、自己の認証情報（利用者がパスキー

登録を行っている場合には、パスコードならびに

OS アカウント ID およびそのパスワードを含むも

のとする。以下同じ。）が本サービスまたは特定

加盟店への情報提供サービスにおいて使用される

ものであることを認識し、厳重にその管理を行う

ものとします。会員規約（法人用）に定める代表

使用者は「法人専用 ID」およびそのパスワードを

自己の認証情報の一部として厳重に管理するもの

とし、カード使用者は自己の「使用者専用 ID」お

よびそのパスワードを自己の認証情報の一部とし

て厳重に管理するものとします。」 

7.本規定第 7条第 3項を以下のとおりに変更し

ます。 

7.本規定第 7条第 3項を以下のとおりに変更しま

す。 

「自己の認証情報が第三者（自己以外のカード

使用者や法人会員のその他の役職員を含む）に

使用されたことによる損害は、両社の故意また

は過失による場合を除き、両社は一切責任を負

わないものとします。」 

「自己の認証情報が第三者（自己以外のカード使

用者や法人会員のその他の役職員を含む）に使用

されたことによる損害は、両社の故意または過失

による場合を除き、両社は一切責任を負わないも

のとします。ただし、利用者が認証情報、端末お

よび第 5項に定めるクラウドサービス等に利用す

るための認証情報等の管理に関して、本条に定め

る管理責任等に違反していない場合には、両社は

利用者の責任を求めません。」 

第３条 本規定の追加 第３条 本規定の追加 

1.本規定第 5条に以下の項を追加します。 1.本規定第 5条に以下の項を追加します。 

「6.第 2項にかかわらず、サービスの種類によ

っては、ログイン後に、両社所定の追加認証が

必要となる場合があります。」 

「8.第 2項にかかわらず、サービスの種類によっ

ては、ログイン後に、両社所定の追加認証が必要

となる場合があります。」 

2.本規定第 7条に以下の項を追加します。 2.本規定第 7条に以下の項を追加します。 
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改定前 改定後 

「5.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵

守するほか、善良なる管理者の注意をもってカ

ード使用者をして本規定および本特則を遵守さ

せる義務を負うものとします。」 

「7.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵守

するほか、善良なる管理者の注意をもってカード

使用者をして本規定および本特則を遵守させる義

務を負うものとします。」 

一般法人会員向け特則 一般法人会員向け特則 

第２条 本規定の変更 第２条 本規定の変更 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更し

ます。 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更しま

す。 

「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー

（以下「JCB」という）、もしくは(2)JCBの提携

するカード発行会社が発行する JCB ブランドの

法人カード（以下、総称して「カード」とい

う）の法人会員およびカード使用者をいいま

す。」 

「1.「会員」とは、JCBブランドの法人カードの法

人会員およびカード使用者をいいます。」 

2.本規定第 1条第 6項を以下のとおりに変更し

ます。 

2.本規定第 1条第 6項を以下のとおりに変更しま

す。 

「6.「認証情報」とは、ID（第 2 条第 4項に定

めるものをいう）、パスワード、秘密の合い言

葉、ワンタイムパスワード（第 5 条第 4項に定

めるものをいう）その他本サービスを利用する

ための本人確認に用いる暗号等をいいます。」 

「6.「認証情報」とは、ID（第 2条第 4項に定め

るものをいう）、パスワード、秘密の合い言葉、

ワンタイムパスワード（第 5条第 4項に定めるも

のをいう）、暗号鍵その他本サービスを利用する

ための本人確認に用いる情報の総称をいいます。」 

4.本規定第 7条第 1項を以下のとおりに変更し

ます。 

4.本規定第 7条第 1項を以下のとおりに変更しま

す。 

「1.利用者は、自己の認証情報が本サービスま

たは特定加盟店への情報提供サービスにおいて

使用されるものであることを認識し、厳重にそ

の管理を行うものとします。会員規約（一般法

人用）に定める代表使用者は「法人専用 ID」お

よびそのパスワードを自己の認証情報の一部と

して厳重に管理するものとし、カード使用者は

自己の「使用者専用 ID」およびそのパスワード

を自己の認証情報の一部として厳重に管理する

ものとします。」 

「1.利用者は、自己の認証情報（利用者がパスキ

ー登録を行っている場合には、パスコードならび

に OSアカウント IDおよびそのパスワードを含む

ものとする。以下同じ。）が本サービスまたは特

定加盟店への情報提供サービスにおいて使用され

るものであることを認識し、厳重にその管理を行

うものとします。会員規約（一般法人用）に定め

る代表使用者は「法人専用 ID」およびそのパスワ

ードを自己の認証情報の一部として厳重に管理す

るものとし、カード使用者は自己の「使用者専用

ID」およびそのパスワードを自己の認証情報の一

部として厳重に管理するものとします。」 

5.本規定第 7条第 3項を以下のとおりに変更し

ます。 

5.本規定第 7条第 3項を以下のとおりに変更しま

す。 
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「3.自己の認証情報が第三者（自己以外のカー

ド使用者や法人会員のその他の役職員を含む）

に使用されたことによる損害は、両社の故意ま

たは過失による場合を除き、両社は一切責任を

負わないものとします。」 

「3.自己の認証情報が第三者（自己以外のカード

使用者や法人会員のその他の役職員を含む）に使

用されたことによる損害は、両社の故意または過

失による場合を除き、両社は一切責任を負わない

ものとします。ただし、利用者が認証情報、端末

および第 5項に定めるクラウドサービス等に利用

するための認証情報等の管理に関して、本条に定

める管理責任等に違反していない場合には、両社

は利用者の責任を求めません。」 

第３条 本規定の追加 第３条 本規定の追加 

1.本規定第５条に以下の項を追加します。 1.本規定第５条に以下の項を追加します。 

「6.第 2項にかかわらず、サービスの種類によ

ってはログイン後に両社所定の追加認証が必要

となる場合があります。」 

「8.第 2項にかかわらず、サービスの種類によっ

てはログイン後に両社所定の追加認証が必要とな

る場合があります。」 

2.本規定第 7条に以下の項を追加します。 2.本規定第 7条に以下の項を追加します。 

「5.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵

守するほか、善良なる管理者の注意をもってカ

ード使用者をして本規定および本特則を遵守さ

せる義務を負うものとします。」 

「7.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵守

するほか、善良なる管理者の注意をもってカード

使用者をして本規定および本特則を遵守させる義

務を負うものとします。」 

大型法人カード使用者向け特則 大型法人カード使用者向け特則 

第２条 本規定の変更 第２条 本規定の変更 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更し

ます。 

1.本規定第 1条第 1項を以下のとおりに変更しま

す。 

「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー

（以下「JCB」という）、もしくは(2)JCBの提携

するカード発行会社が発行する JCB ブランドの

カード（以下「カード」という）の貸与を受け

た者（カード使用者を含む）をいいます。」 

「1.「会員」とは、JCBブランドの法人カードの貸

与を受けた者（カード使用者を含む）をいいます。」 

 


